
自家増殖に育成者権の効力を及ぼす植物の基準   

 
自家増殖に育成者権の効力を及ぼす植物 

                                  
注 ： この図の整理にかかわらず、契約で別段の定めをした場合は、自家増殖に育成者権の効力が及ぶ。 

Ａ 許諾契約によ
る自家増殖の制
限が定着している
植物  

 

栄養繁殖をする植物 
（ 栄養繁殖と種子繁殖の両方が行われている植物を含む。） 
                                  

自家増殖を制限しても 

① 種苗の安定供給が確保されるか 

② 農業経営を著しく圧迫するような種苗購入費等の増大が起こらないか等を検討 

Ｂ 現在有効な登
録品種がない植物 

Ｃ 新たに栄養繁殖による自家
増殖が開始されている／開始さ
れる可能性がある植物 

Ｄ 産地が限定され
実態把握が容易な
植物 

      （生産現場の混乱が限定的になると考えられるもの）                                  

自家増殖の慣行がほとんどない植物                                  

・現在有効な登録品種がない植物 
・新規登録される植物 

・政令で定めるきのこ類で登録実
績がない植物 

・F１品種の割合が高い野菜を育

成者権者へのアンケート調査等
により選定 

・栽培地が限定的な果樹等 

・育成者権者へのアン
ケート調査により選定 

〔選定方法〕 

■以下のＡ～Ｄに該当する植物を、自家増殖に育成者権の効力を及ぼす植物の候補とする。 


